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Ⅰ．相続税申告書の作成手順 

相続税の達人と財産評価の達人（達人が考える相続税申告に至るながれ） 

Ａ年 Ｂ年 Ｃ年 

財産評価明細書の作成 
 財産評価の達人 

相続税シミュレーションの
作成 相続税の達人 

前年データの繰越 
財産評価明細書の更新 

相続税シミュレーションの
作成 

前年データの繰越 
財産評価明細書の更新 

相続税申告書の作成 

時間の流れ 

相続発生 

イン
ポート 

イン
ポート 

イン
ポート 

定常的なコンサルティングサービスの創出 申告業務 
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Ⅰ．相続税申告書の作成手順 

相続税申告書記載の順序 （「相続税の申告のしかた・一般の場合」に一部加筆） 

① 第9表 
（生命保険金など） 

② 第10表 
（退職手当金など） 

③ 

第11・11の2表の 
付表1～4 

（小規模宅地等の 
特例･特定計画 
山林の特例など） 

④ 第11表 
（課税財産） 

⑤ 第13表 
（債務葬式費用等） 

⑥ 
第14表 

（相続開始前3年以 
内の贈与財産等） 

⑦ 
第15表 

（相続財産の種類 
別価額表） 

⑧ 第1表 
（課税価格、相続税額） 

⑨ 第2表 
（相続税の総額） 

⑩ 
第4表 

（相続税額の加算金額の、 
  暦年課税分の贈与税額 

控除額の、計算書） 

⑪ 第5表 
（配偶者の税額軽減） 

⑫ 
第6表 

（未成年者控除 
障害者控除） 

⑬ 第7表 
（相次相続控除） 

⑭ 第8表 
（外国税額控除） 

※財産評価の達人 
からインポート 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

財産評価の達人で財産評価明細書を作成します。 

■財産評価の達人で作成できる評価明細書 

土地の評価明細書の作成 

有価証券の評価明細書の作成 

その他の評価明細書の作成 

土地及び土地の上に存する権利 

市街地農地等 

倍率方式による土地の登録 

取引相場のない株式（出資） 

上場株式 

気配相場のある株式 

登録銘柄及び店頭管理銘柄 

国税局長の指定する株式 

定期金に関する権利 

定期預金・貸付信託等 

立木 

特許権・実用新案権・意匠権・商標権等 

営業権 

一般動産及び船舶 

信託受益権 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（１）基本情報の登録 

・顧問先（評価対象者）は、まず
達人Cube顧問先管理に登録

し、「業務データの新規作成」で
作成します。 
・「計算基準日」は任意の日付
を入力します。 

・財産コードの付与 
 自動付与を行うと登録順にコードが付与されます。 
・法人税相当額の率 
 「基本情報」タブの対象年により自動的にセットされます。 
・複利表の利率 
 「基本情報」タブの「計算基準日」に従い、ここで入力します。 
 ※同一ＰＣで次のデータを新規登録する場合は、前回設定  
  データを引き継いで表示します。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

１）資産の新規登録 

・財産を登録する際には、「新規登録」で追加し
ます。 
・「財産コードの新規登録」画面で、資産の種類、
細目を設定します。 
※ここでの種類、細目が財産一覧表で区分とし
て使用されます。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

２）基本操作方法 

背景が「白」の箇所は手
入力します。 

二重線で囲まれた箇所
は選択入力です。 

背景が「緑」の箇所は自動
計算（修正可）です。 
※修正は、「F4：入力切替」
で行います。 

画面下「F6税務署」が有効
な個所は、達人データベー
スから選択可能です。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

３）個別解説 第1表 ① 

 
 
 

地目を選択します。 
※複数の地目を選択できます。 

 
 
 
 
 

地積を入力します。 
※不整形地等で所有権のないほ
かの宅地と一体評価する場合は、
ここで入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

路線価を入力します。 
複数の路線に接している場合は、該当す
る欄に入力します。 
※正面の判定は行いません。 
奥行等の補正を行う場合は、距離を入力し
ます。 
調整率を使用する場合は入力します。 
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利用区分を選択します。 
※複数選択が可能です。 
※「定期借地権等の評価明細書」
を作成する場合は、ここで選択し
ます。 

Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

３）個別解説 第1表 ② 

間口距離と奥行距離を入力します。 
※「路線価」ダイアログボックスで奥
行距離を入力した場合は、それを優
先します。 

 
 
 

地区区分を選択します。 
※複数選択はできません。 
※補正率表の選択基準となっています。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

３）個別解説 第1表 ③ 

 
 
 
 
 
 

表題部 「5-2不整形地」 をクリックし、「該当する」を選択
します。 
計算に必要な数値を入力します。 
※「不整形地補正率及びがけ地補正率の計算書」を作成
する場合は、ここで選択します。 

 
 
 
 

 
 
表題部 「6無道路地」 等をクリックし、「該当する」を選択
します。 
計算に必要な数値を入力します。 
 
 
※その他各行に設定箇所がありますので、ここを使用しま
す。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

３）個別解説 第２表 

 
 
 
 
 
 

 
表題部 「広大地の評価額」 等 をクリックし、「該当する」
を選択します。 
計算に必要な数値を入力します。 
 
 
※その他各行に設定箇所がありますので、ここを使用しま
す。 
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二重線で囲まれた箇所をクリックし、宅地造成費の計算区
分を選択します。 

Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（３）市街地農地等の評価明細書 

 
 
 
 
 
 

 
 
二重線で囲まれた箇所をクリックし、必要項目を入力しま
す。 
※所在地番では、「参照」でこれまでに登録した住所等を
参照・活用できます。 
※農地等区分の選択を行います。 

※その他の背景が「白」の箇所は手入力します。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（４）倍率方式による土地の登録 

 
 
 
 
 
 

 
 
二重線で囲まれた箇所をクリックし、必要項目を入力しま
す。 
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「課税時期」は、基本情報によらずここで入力します。 

Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（５）取引相場のない株式（出資）の評価明細書 

１）第1表の１ 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書 
 
 
 
 
 
 

 
 
「会社名」下段、二重線で囲まれた箇所をクリックし、必要項
目を入力します。 
※評価対象の株式数（出資口数）はここで登録します。 

                             
                            「１．株主及び評価方式の判定」は、二重線で囲まれた箇所を 
                               クリックし、必要項目を入力します。 
                               「議決権割合」等は、該当する項目及び修正等があった場合は 
                               チェックボックスを入力します。 
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画面上部の「評価方式変更」ボタンにより、「小会社」判定と
することができます。 

Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（５）取引相場のない株式（出資）の評価明細書 

１）第1表の２ 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書（続） 

必要項目を入力すると「判定」を行います。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（５）取引相場のない株式（出資）の評価明細書 

１）第４表 類似業種比準価格等の計算明細書 

必要項目を入力すると「判定」を行います。 
二重線で囲まれた箇所をクリックし、必要項目が入力、変更
できます。 
 
Point：「数値」を入力する場合、「０」と「存在しない」を区分し
て入力してください。 
※存在しないは、「空欄」とします。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（５）取引相場のない株式（出資）の評価明細書 

１）第５表 1株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計算明細書 

必要項目をすべて手入力します。 
 
Point：画面下の「F6：挿入」「F7：削除」 
「F8：↑上へ」「F9：↓下へ」 を活用すると効率よく入力が行
えます。 

評価額は自動計算されます。 
※「評価差額に対する法人税額等相当額」の「法人税率」は
、基本情報「その他」タブから連動します。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（６）上場株式の評価明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
財産コードを入力（確認）し、必要項目をすべて手入力しま
す。 
※「数量」を忘れずに入力してください。 
 
※気配相場のある株式、登録銘柄及び店頭管理銘柄及び
国税局長の指定する株式の明細書も当該入力方式と同じ
です。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（７）定期金に関する権利の評価明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定期金又は解約の名称、種類を入力、選択します。 

「複利年間現価率」は、基本情報「その他」タブで登録された
「複利率」を元に計算します。 

 
 
 
 
 
 
「権利の取得年月日」は、基本情報によらずここで入力しま
す。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（８）定期預金・貸付信託等の評価明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
財産コードを入力（確認）し、必要項目を手入力します。 
※既経過利子の額、税金相当額及び買取手数料は自動計
算します。 
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Ⅱ．財産評価明細書の作成 

（９）財産一覧表 

各種評価明細書で作成された明細行には、「財産コード」欄
に「※」が付きます。 
※当該行の修正・確認には、「F11：評価明細」を選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面上部の「条件設定」で表示順等を変更できます。 

                             
                            評価明細書が無い財産は、ここで登録します。 
                             
                               【例】死亡保険金、死亡を事由とした退職金等 
                               Point：当該財産は「相続税へ連動する」のチェックを外します。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（１）基本情報の登録 

・個人コードは、まず達人Cube
顧問先管理に登録し、「業務デ
ータの新規作成」で作成します。 
・「相続の年月日」は任意の日付
を入力します。 
※シミュレーションの場合は、仮
の年月日を設定します。 

・あん分割合の調整 
 「各人の算出税額」の計算の際、計算上のあん分割合の有
効桁数を設定します。 
・算出税額の端数の処理方法を指定します。 
 通常は自動調整が選択されています。 
・財産コードの自動入力 
 相続税の申告書（第11表）に相続財産を直接入力する場合
に有効となります。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（２）相続人情報の登録 

※すべての相続人について登録します。 
 
【各項目の説明】 
・取得原因：複数選択可。 
 
・法定相続人：相続財産を取得する、しないに関わらず入力します。 
 
・法定相続分：入力します。 
 
・相続放棄：該当の有無を選択します。 
 
・農業相続人：該当の有無を選択します。 
※申告書第3表､第3表･第8表2､第12表等に連動します。 
 
・経営承継人：該当の有無を選択します。 
※申告書第8の2表､第8の2表の付表1､第8の2表の付表2､第8の2表の付
表3等に連動します。 
 
・林業経営相続人：該当の有無を選択します。 
※申告書第8の3表､第8の3表の付表等に連動します。 
 
・2割加算の適用：該当の有無を選択します。 
 
・配偶者控除の適用：該当の有無を選択します。 
申告書第5表､第5表の付表に連動します。 
 
・延納申請：該当の有無を選択します。 
※延納申請書が作成されます。 
 
・物納申請：該当の有無を選択します。 
※物納申請書が作成されます。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

１）財産評価の達人からのデータインポート 第11表 相続税がかかる財産の明細書 

・メインメニューから「データのインポート」を選択します。 
・「条件設定（インポート）」では、財産評価の達人で登録した財産のうち取り込むデータを選択し
ます。 
※財産に追加等があった場合は、「再インポート」を選択します。 
※死亡保険金、死亡を事由とした退職金等は申告書第9表、第10表から連動しますので、取込
財産から外します。 

取り込まれた財産データは、種類毎に表示されます。 

※連動コンポーネントは、
達人Cube「アップデート」 
からダウンロードします。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

２）相続財産の分割  第11表 相続税がかかる財産の明細書 

 

・分割する財産を選択（ダブルクリック）する。 

・「取得した人」タブで取得した人毎に分割割合を入力する。 
・ダイアログボックス下部の未分割額が「0」になるよう調整する。 
・申告書第11表の「分割が確定した財産」欄が自動展開します。 
Point：小規模宅地等の特例を選択する資産は、ここでの分割は必要あ
りません。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

２）相続財産の分割  第11表 相続税がかかる財産の明細書 

 
【新機能】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「一括分割」ボタンで、資産毎ではなく一括して分割入力が可能です。 
※生命保険金、退職金等の取扱いについては一括分割できません。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

３）第9表 生命保険金など、第10表 退職手当金など の作成 

・背景が「白」の箇所を手入力します。 
・それぞれの行に「受取人の氏名」を選択入力します。 
※同一の保険金・退職金を複数の相続人で受け取る場合には、受取金
額に応じて複数行作成します。 
※非課税限度額は自動計算します。 

・第9表、第10表に入力された結果を自動転記します。 
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小規模宅地の特例等を受ける場合は、まず画面上の「特例
適用選択」で特例の種類を選択します。 
※必要な帳票が生成されます。 

Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

４）小規模宅地等の特例など ① 

・小規模宅地等の特例を計算するには第11表の該当資産を開き、「小規模宅地等
の特例」チェックボックスをチェックします。 
※小規模宅地等の特例を選択した資産は、「取得した人」の情報が削除されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
該当する小規模宅地の利用形態において付表を作成する場
合には、「「第11・11の2表の付表2の3」を作成します。」にチェ
ックを入れます。 
さらに、「相続開始直前利用区分」を選択します。 
※一つの物件で複数の利用形態がある場合には、第11表の
資産の登録において、その利用形態に応じ分割して入力して
おきます。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

４）小規模宅地等の特例など ② 

・小規模宅地等の特例が選択された資産が表示されます。 
・ダイアログボックスを開き、①取得者の氏名を選択します。 
※この分割の情報が第11表に転記されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小規模宅地等の種類を「設定」から選択します。 

【新機能】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小規模宅地等の資産の登録をしながら、「F9：限度面積」
ボタンでと特例の限度計算結果を確認することができま
す。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

４）小規模宅地等の特例など ③ 

・特例の適用にあたっての同意について、取得者
全員の氏名にチェックを入れます。 

・第11・11の2表の付表2の2及び第11・11の2表の付表2の3は自動作成されます。 



32 Copyright © 2014 NTT DATA Corporation 

Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

４）小規模宅地等の特例など ④ （特定事業用資産）  

・第11表の2表 上部の「特例適用選択」ボタンをクリッ
クします。 
・第11・11の2表の付表3が生成されます。 ・第11・11の2表の付表3の計算結果を第11・11の2表

の付表1に転記します。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

４）小規模宅地等の特例など ⑤ （特定計画山林）  

・第11表の2表 上部の「特例適用選択」ボタンをクリッ
クします。 
・第11・11の2表の付表4が生成されます。 ・第11・11の2表の付表4の計算結果を第11・11の2表

の付表1に自動転記します。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

４）小規模宅地等の特例など ⑥   

・各ページに「検算」ボタンが配置されています。 
※小規模宅地等の特例計算について確認しながら入
力が可能です。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

５）第13表 債務葬式費用等   

必要項目をすべて手入力します。 
負担する人の氏名を相続人一覧から選択します。 
※同一の債務等を複数の相続人で負担する場合には、負
担金額に応じて複数行作成します。 
 
Point：画面下の「F6：挿入」「F7：削除」 
「F8：↑上へ」「F9：↓下へ」 を活用すると効率よく入力が行
えます。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

６）第14表 相続開始前3年以内の贈与財産等   

必要項目をすべて手入力します。 
贈与を受けた人の氏名を相続人一覧から選択します。 
行数が多い場合は、「ページ追加」を行います。 
 
Point：画面下の「F6：挿入」「F7：削除」 
「F8：↑上へ」「F9：↓下へ」 を活用すると効率よく入力が行
えます。 

 
 
 
 
 
 
「適用条項」を選択してください。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

７）第15表 相続財産の種類別価額表   

 
 
 
 
 
 
 
 
各金額欄をクリックし、分割の状況を確認することができ
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
「帳票設定」ボタンで表示形式の変更が可能です。 
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                「帳票設定」ボタンで表示形式の 
                        変更が可能です。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
付表２の作成を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
付表１の作成を行います。 

Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

８）第１表 課税価格、相続税額 ①   
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【新機能】 
 
 
 
 
 
 
 
 
保存した分割案のデータを「復元」できます。 
※現在のデータを保存した後に行ってください。 

【新機能】 
 
 
 
 
 
 
 
 
作成した申告書の内容を保存できます。 
任意の「分割案名」を作成してください。 

Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

８）第１表 課税価格、相続税額 ②   
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【新機能】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
編集中の申告データ及び保存した分割案の中で「比較表」を作成
することができます。 
 
「比較表の対象となる分割案①」及び「比較表の対象となる分割
案②」を指定し、申告納税額及び課税価格を確認できます。 
 
相続財産の種類別価額及び相続税額の比較表を印刷できます。 

Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

８）第１表 課税価格、相続税額 ③   
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

９）第２表 相続税の総額   

 
 
 
 
 
法定相続人及び相続税の総額は自動で表示・計算します。 
修正する場合は、「法定相続人の数」で調整します。 



42 Copyright © 2014 NTT DATA Corporation 

 
 
 
 
 
 
 
 
１．相続税額の加算金額の計算書 
「相続人情報の登録」で設定した相続人が表示されます。 
必要項目を入力します。 
 

Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

10）第４表 相続税の加算金額 等   

 
２．暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 
第14表から転記されます。 
必要項目を入力します。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

11）第５表 配偶者の税額軽減   

 
 
 
 
 
 
 
付表の作成を行います。 

 
計算書は自動計算します。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

12）第６表 未成年者控除 障害者控除   

 
相続人に未成年者、障害者がいる場合に入力します。 
※未成年者の氏名、障害者の氏名を相続人一覧から選択
します。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

13）第７表 相次相続控除   

 
 
 
「追加」ボタンをクリックし追加します。 
※「前の相続に係る被相続人の氏名」欄に氏名を入力する
と画面上部の「前被相続人一覧」に表示されます。 
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Ⅲ．相続税申告書の作成 

（３）相続税申告書の作成 

14）第８表 外国税額控除   

１．外国税額控除 
該当がある場合に、入力します。 
 
 
２．農地等納税猶予額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「相続人情報の登録」で設定した相続人が表示されます。 
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Ⅳ．延納・物納申請書の作成 

（１）延納申請書の作成  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「データ取込」で延納申請者のデータを取り込みます。 
※「相続人の登録」で「延納申請：する」と設定した相続人
が取り込まれます。 
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Ⅳ．延納・物納申請書の作成 

（２）物納申請書の作成  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「データ取込」で物納申請者のデータを取り込みます。 
※「相続人の登録」で「物納申請：する」と設定した相続人
が取り込まれます。 
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Ⅴ．遺産分割協議書の作成 

データのエクスポート  

 
TXT形式ファイルで出力されます。 
Word等で開き、自由に加工できます。 
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